
令和７年１２月号

流山警察署

０４ｰ７１５９ｰ０１１０☎

移動交番開設予定（１２月）
A：１０時～ B：１４時～

①森の倶楽部

②イトーヨーカドー流山店

③江戸川台東自治会館

④キッコーマンアリーナ

⑤森の図書館

⑥向小金福祉会館

⑦初石公民館

⑧生涯学習センター

⑨ヤオコー南流山店

⑩おおたかの森センター

悪質商法の被害に遭わないために!
被害に遭わないためのポイント無料で家屋を診断します！
【悪質業者はう・そ・つ・き】親切を装って近づき、 家にあがり込まれたら最後、

ウソの話で不安をあおり、必要のない工事を勧める

○ひとつの工事が終わると、次の工事を持ちかける
○次々に工事を持ちかけ、高額な請求を繰り返す

だまされないで！

うまい話を信用しない！

そうだんする

つられて返事をしない！

すぐに契約しない！

きっぱり！はっきり！断る！

北朝鮮人権侵害問題啓発週間とは
平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵

害問題への対処に関する法律」が施行され、

毎年１２月１０日から１６日までの１週間を「北朝鮮人

とすることとされました。権侵害問題啓発週間」
拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題

は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。解

決のためには、この問題についての関心と認識を深めていく

ことが大切です。

期 間 【１２月１０日～１２月１６日】

日 月 火 水 木 金 土

　　 １ ２ ３ ４ ５ ６

Ａ④ Ａ⑤ Ａ② Ａ⑦ 　

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

Ａ⑥ Ａ⑧

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０

Ａ③ Ａ① Ａ②

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

Ａ⑩ Ａ⑥ Ａ⑦

２８ ２９ ３０ ３１


